
第３次⼾⽥市都市マスタープランの
全体構想（案）等説明資料

１ 第１回推進委員会・⾒直し検討委員会において反映した意⾒について
２ 第２次都市マスタープランからの⾒直し視点
３ 全体構成（案）
４ 都市づくりの基本⽬標
５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
６ 今後のスケジュール
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１ 第１回⾒直し検討会において反映した意⾒について

意⾒（概要） 対応 掲載箇所
・都市マスタープランと⽴地適正化計画の役割
分担の明確化にすべき ・第１章 策定の基本的な考え⽅に明記 参考資料1

P1、2

・背景から課題、改善案のようなフローで⽰す
とわかりやすい計画になる ・課題、⽬標、⽅針の流れを整理 資料1

P5

・地球温暖化対策に関する施策を位置付けてほ
しい

・第１章内の「社会情勢に係る現状及び課題」、
第２章内の「都市マスタープラン⾒直しの視
点」、第３章内の「環境まちづくりの⽅針」
に反映

参考資料1
P27、65

・⽴地適正化計画及び同防災指針を反映すべき ・第３章内の「防災都市づくりの⽅針」に反映 参考資料1
P61

・若い世代の居住を促すため、安全性の向上に
⼒をいれてほしい

・第３章内の「防災都市づくりの⽅針」及び
「防犯都市づくりの⽅針」に反映

参考資料1
P61、66

・災害と犯罪はテーマが異なる ・第３章内で「防災都市づくり」と「防犯都市
づくりの⽅針」を区分

参考資料1
P59、64

・テレワークの増加等の⽣活様式の変化につい
ては駅の乗降率等のバックデータを⽰すべき ・資料編に記載 参考資料2

P30

 第１回⾒直し検討委員会
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２ 第２次都市マスタープランからの⾒直しの視点

② 激甚化・頻発化する災害に対応するための防災⼒の強化
・⾸都直下地震の発⽣が予想され、地域防災⼒の強化が急務。
・ハード・ソフトの包括的な防災施策による災害リスクの軽減が求められる。

③ 持続可能な脱炭素社会の実現
・地球温暖化対策、脱炭素化社会、循環型社会に向けた、環境にやさしいまちづく
りを推進。

・「2050年ゼロカーボンシティとだ」を⽬指していくことを表明（令和６年）。

① 上位計画・関連計画との整合
・「第２次⼾⽥市都市マスタープラン（改定版）」策定以降、「⼾⽥都市計画 都
市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針（埼⽟県策定）」、「第５次総合振興計
画」、「⽴地適正化計画（防災指針）」等が策定され、その整合性の確保が必要。

 ⾒直しの視点



３ 全体構成（案）
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 基本理念の⾒直し

このまちで良かった ⼈でにぎわう活⼒のあるまち とだこのまちで良かった 潤いと活⼒に溢れ
安⼼を実感できるまち とだ

① このまちで良かった

②潤いと活⼒に溢れ
彩湖・道満グリーンパーク、⼾⽥ボートコース等、⽔やみどりあふれる⼾⽥市の魅⼒
を活かすとともに、鉄道3駅周辺の拠点の賑わいの形成等、本市に住んでいる⽅が潤
いと活⼒に溢れ、いきいきと⽣活できるまちを⽬指す。

⼾⽥市が「選ばれるまち」となるために、本市に住んでいる⽅や、事業者の⽅が、
「このまちで良かった」と感じてもらえることを⽬指す。
第５次総合振興計画の将来都市像 ：『このまちで良かった』 みんな輝く 未来共創のまち とだ

基本理念（案）:
① ②

③

③安⼼を実感できるまち
⽔害、地震等の⾃然災害に強い都市基盤や住宅の整備、防災機能の拡充、地域コミュ
ニティの強化や防災の取組み等により、安⼼を実感できるまちを⽬指す。

あふ



課題 基本⽬標 基本⽬標を達成するための分野別⽅針

基本理念（案）： このまちで良かった 潤いと活力に溢れ 安心を実感できるまち とだ

②住環境・⾃然環境・商
業機能・⼯業機能が調
和した都市づくり

③良好な操業環境と活⼒
がある産業都市づくり

④多様な都市活動が実現
可能な基盤都市づくり

⑥拠点のにぎわい形成と
⽣活利便性の⾼い魅⼒
ある都市づくり

⑤誰もが移動しやすい持
続可能な交通都市づく
り

⑦災害に強い安全・安⼼
な都市づくり

⑨⾃然環境に優しい持続
可能な都市づくり

①誰もが快適に住み続け
られる環境づくり

３ 全体構成（案）

(1)⼟地利⽤ごとの⽅針
(2)住宅地・商業地・⼯業地の区分及び⼟地利⽤の秩序づくり
(3)都市機能の更新・誘導
(4)にぎわいのある拠点の形成
(5)活気ある産業の育成と推進

(1)道路の整備⽅針 (2)公園・緑地の整備⽅針
(3)河川・⽔路の整備⽅針 (4)公共下⽔道の整備⽅針
(5)その他の整備⽅針

(1)利便性の⾼い公共交通の整備
(2)徒歩・⾃転⾞で⾏動したくなる快適な移動空間の整備
(3)公共交通の利⽤促進に向けたモビリティマネジメントの推進

(1)⼟地区画整理事業の推進
(2)地区計画等の⼿法による市街地整備の推進
(3)住宅市街地の形成

(1)災害全般における防災⽅針
(2)地震災害における防災⽅針
(3)⽔災害における防災⽅針

(1)魅⼒ある都市空間を創造する駅周辺の顔づくり
(2)先導となる公共施設等の魅⼒的な景観形成
(3)⼟地利⽤ごとに個性と美しさを有するまち並み形成
(4)地域の景観資源をいかしたうるおいのある景観形成
(5)市⺠に永く親しまれ愛される景観形成

(1)市内のエネルギーの利⽤の効率化 (2)公共施設での環境保全の配慮
(3)市⺠・事業者・市の協働による環境保全の推進

• 誰もが快適に住める環境の整
備。

• ⼈⼝規模の維持。

⼈
⼝
動
向

•共⽣できる環境づくりの必要性。
•市⺠、事業者の相互協⼒。

⼟
地
利
⽤

•都市施設の着実な整備の推進。
•市全域で快適な⽣活環境づくり。
•⺠間の資⾦やノウハウを活⽤し
た効率的な施設の維持管理。

都
市
施
設

•市内産業の活性化。
•市内企業の競争⼒を強化。

産
業

• ⾃家⽤⾞に過度に依存しない持
続可能な交通移動⼿段の普及。

• デジタル技術の活⽤。
交
通

•中⼼拠点のにぎわい創出。
•市⺠の様々な都市活動を⽀える
都市機能の集積。

市
街
地
整
備

•⼤規模災害による⽕災延焼、浸
⽔等の被害が懸念。

•災害に強い基盤整備。
防
災

• 再⽣可能エネルギー等の補助
⾦制度の拡充。

• 環境保全に対する意識向上。
環
境 (1)防犯に配慮した施設整備の推進

(2)市⺠・事業者・市の協働による防犯まちづくりの推進
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⑧防犯に配慮した安全・
安⼼な都市づくり

•コミュニティの維持・活性化
による防犯体制の強化。

防
犯

あふ

⼟地利⽤

都市施設

防災

景観

環境

防犯

市街地整備

公共交通



４ 都市づくりの基本⽬標

• ⽣活関連施設や住宅供給を⾒直し、誰もが快適に住み続けられる環境を推進する
• 住みよい都市づくりのため、市⺠の⾃主的な取組を活発化させる

①誰もが快適に住み続けられる
環境づくり

• 計画的な⼟地利⽤の配置による住環境・⾃然環境、商業機能・⼯業機能の調和を
図る

• ⾃然環境を保全し、持続可能で環境に優しいまちを⽬指す
②住環境・⾃然環境・商業機能・⼯

業機能が調和した都市づくり

• 安⼼して暮らせる都市基盤の整備や多様な都市活動が可能な基盤都市づくりを⽬
指す

• 公園等の整備で多世代が健康的なライフスタイルを実現できる環境を作る
③多様な都市活動が実現可能な

基盤都市づくり

• ⼯場などの操業環境を保全し、産業を活性化し、地域経済の成⻑を促進する
• 持続可能な雇⽤創出や地域活⼒を⾼め、魅⼒的な産業都市を⽬指す

④良好な操業環境と活⼒がある
産業都市づくり

• コンパクトな都市環境、公共交通ネットワークの形成、歩⾏者・⾃転⾞道路網の
整備により、徒歩や⾃転⾞で移動しやすい都市環境を整える

• 環境負荷の低い移動⼿段を奨励し、持続可能な交通都市を⽬指す
⑤誰もが移動しやすい持続可能な

交通都市づくり

• 鉄道3駅周辺を中⼼にウォーカブルなまちづくりを展開する
• 市⺠活動を⽀える都市機能を集積し、拠点のにぎわい形成と⽣活利便性の⾼い魅
⼒ある都市づくりを進める

⑥拠点のにぎわい形成と⽣活利便性の
⾼い魅⼒ある都市づくり

• 災害に強い都市基盤や住宅の整備、適切な維持管理の実施、防災活動拠点となる
避難所施設を確保する（ハード⾯）

• 災害情報の充実や地域単位で防災意識を強化させる（ソフト⾯）
⑦災害に強い安全・安⼼な都市づくり

• 脱炭素社会、循環型社会等の環境に配慮した持続可能な都市づくりを⾏う
• 都市環境と⾃然環境の調和と環境保全への意識向上を図る

⑨⾃然環境に優しい持続可能な
都市づくり

 都市づくりの基本⽬標
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• ⾒通しの確保により犯罪を誘発しない都市づくりを進める
• 情報共有や意識啓発、地域コミュニティの強化により、市⺠・事業者・市が協働
で防犯活動や取り組みを推進する

⑧防犯に配慮した安全・安⼼な
都市づくり
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 ⾒直しにおける主な追加ポイント

追加ポイント 理由

基
本
⽬
標︵
将
来
都
市
構
造
︶

①商業ゾーンの追加

• 将来都市構造に、現在の⼟地利⽤⽅針と整合を図るため「商業
ゾーン」を追加。

• 商業ゾーン：交通利便性を活かし、広域的な集客⼒の強化を⽬
指して商業を活性化させる。また、地域の⽇常⽣活を⽀える商
業機能を充実させ、居住環境を兼ね備えた、商業機能の維持と
強化を図るゾーン。

②スポーツ・レクリエーショ
ン拠点の追加

• 年齢や体⼒に応じてスポーツやレクリエーションに親しめる環
境づくりを進めるため、将来都市構造に「スポーツ・レクリ
エーション拠点」として追加。

• スポーツ・レクリエーション拠点：健康増進や余暇活動の中⼼
として、施設の維持・保全を図り市⺠がスポーツと関わる機会
を増やし、スポーツ・レクリエーションの機能を充実させる。

分
野
別
⽅
針

③住宅政策
• 全国的に⼈⼝減少が進む中、将来にわたり⼈⼝規模を維持して
いくため、若年層の定住促進をはじめ、多世代に向けた住環境
づくりの整備を推進する。

④ウォーカブルなまちづくり
の推進

• 北⼾⽥駅を主に、鉄道３駅において、ウォーカブルなまちづく
りの推進が検討されているため。

２ 第２次都市マスタープランからの⾒直しの視点
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 将来都市構造図（案）
４ 都市づくりの基本⽬標

商業ゾーンの追加
スポーツ・レクリエー
ションの拠点の追加
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 ⽬指すべき都市の⾻格構造（基幹的な公共交通軸）
４ 都市づくりの基本⽬標



 改定の視点
５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

1010

①上位・関連計画
との整合

②激甚化・頻発化す
る災害に対応するた
めの防災力の強化

③持続可能な脱炭
素社会の実現

スポ-ツ・レクリエ-
ション拠点の追加

商業ゾ-ンの追加 住宅政策
ウォ-カブル事業の

推進

-
⑦災害に強い安全・
安心な都市づくり

⑨自然環境に優しい
持続可能な都市づく
り

● ● ● ●

土地利用
・立地適正化計画
・土地利用調整方針

・安全・安心な住宅
地づくり

- - ● ● ●

道路
・第２次戸田市歩行
者自転車道路網整
備計画

・災害時の緊急輸送
路や避難路

・低炭素な移動手段
を推進

- - - ●

公園・緑地

・水と緑のネットワ-ク
形成プロジェクト
・戸田市公園リニュ-
アル計画

・延焼遮断機能、避
難者保護

・自然環境の保全と
景観の向上を図る
・既存樹木や在来種
の保全に配慮

● - - -

河川・水路
・上戸田川基本計画
・さくら川整備計画

・水害被害が発生し
た箇所への対策

- - - - -

公共下水道
・戸田市上下水道ビ
ジョン

・老朽化した下水道
施設の更新、維持管
理、耐震化

- ● - - -

その他都市施設
・一般廃棄物基本計
画

・適切な容量の駐輪
場を確保し、放置自
転車等が避難や緊
急車両の通行を妨
げない

- ● - - -

公共交通
・戸田市都市交通マ
スタープラン

-

・多様なモビリティの
普及
・環境負荷の低減や
渋滞緩和を目指す

- - - -

市街地整備

・各地区地区計画
・戸田公園駅西口駅
前地区地区まちづく
り構想

- - - - - -

・立地適正化計画防
災指針

・避難経路確保等の
基盤整備
・避難環境の整備
・地域コミュニティの
強化

- - - - -

・第２次戸田市景観
計画

- - - - - -

・戸田市環境基本計
画2021改定版
・一般廃棄物基本計
画

-

・低炭素な移動手段
の普及および支援
・自然環境の確保お
よび保全

- - - -

- - - - - - -

見直しにおける主な追加ポイント

分
野
別
方
針

都
市
施
設

防災

改定の概要

見直しの視点

基本目標

景観

環境

防犯



⽅針 内容 第⼆次からの変更点
① 住居系⼟地利⽤ ・定住環境の確保

・⾃然環境や良好な交通環境を活かした居住環境
・ライフスタイルやライフステージに応じた多様な暮らしや活動の
実現

・若年層の定住促進と⼦育て環境の魅⼒向上 ※１
・多世代に向けた住宅環境づくり ※２
・安全・安⼼な住宅地づくり ※３
【専⽤住宅地】
・住宅の⼟地利⽤が⼤部分を占める住宅地の形成
【⼀般住宅地】
・住宅を中⼼に、商業、サービス業の事業所等も⽴地する住宅地の
形成

※１
・⽴地適正化計画の居住を反映。（まちづく
り⽅針②の施策・誘導⽅針② ）

※２
・建築住宅課の施策の内容を反映。
・追加ポイント「住宅施策」を反映。
※３
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
・建築住宅課の施策の内容を反映。
≪具体的な施策≫
・分譲マンションの修繕や⼤規模改修に関す
る相談体制

・市営住宅⻑寿命化計画の改定
② 商業系⼟地利⽤ ・鉄道3駅の特性を活かした個性豊かな商業地の形成 ※１

・鉄道3駅を中⼼とした居⼼地が良く歩きたくなる環境整備の推進
・鉄道3駅周辺と沿道型商業地の機能分担の明確化
・多世代に向けた住宅環境づくり ※２
【拠点商業地】
・居⼼地が良く歩きたくなる環境整備による、にぎわい創出、交流
⼈⼝増加、地域経済活性化

・都市機能の集積
・中⾼層住宅による都市型居住の推進
・緑化や街並みの形成による景観の配慮
【沿道型商業地】
・広域的な集客強化のための⾃動⾞利⽤に適した施設配置と住宅地
と調和する商業地の形成

・連続した低層階の商業・業務施設の⽴地
【沿道型近隣商業地】
・地域住⺠の⽇常⽣活を⽀える商業地を形成

※１
・都市計画課の施策の内容を反映。
※２
・建築住宅課の施策の内容を反映。

 １⼟地利⽤の⽅針
５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

（１）⼟地利⽤ごとの⽅針
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 １⼟地利⽤の⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
③ ⼯業系⼟地利⽤ ・周辺地区と調和した環境整備

・敷地内緑化等の環境整備
・⼯業・物流の強化を図る
・⼯業系⼟地利⽤であっても、住環境向上が求められる地区は、産
業活動・住環境の両⽴させる取組を推進 ※１

・⼯業系⼟地利⽤が占める割合に応じて⼟地利⽤制度を活⽤ ※１
・⼯業系⼟地利⽤の割合が⾼い地区では、⼯場等が安⼼して操業で
きるよう操業環境の維持・保全に資する⼟地利⽤とする ※１

【⼯業地】
・良好な操業環境の維持・向上を推進 ※２

※１
・⼟地利⽤調整⽅針の内容を反映。
≪具体的な施策≫
・地区計画、特別⽤途地区等の検討
・⼯業⾒える化事業
※２
・⽴地適正化計画の⼯業ゾーンの考え⽅を反
映。（まちづくり⽅針②の施策・誘導⽅針
④）

④ 複合系⼟地利⽤ ・住宅とその他の⽤途が調和した複合系⼟地利⽤
・地区の実情に応じた⼟地利⽤を誘導・調整するため、地区計画等
による⼟地利⽤の適正化を図る ※１

【沿道型複合地】
・地域に⾝近な商業・サービス施設の誘導
【住⼯共⽣地】
・住宅と⼯業が共⽣できる環境づくり
・騒⾳等の影響を踏まえ、住宅と⼯場の間に空間を確保 ※１

※１
・⼟地利⽤調整⽅針の内容を反映。

⑤ ⽂化⾏政中⼼地 ・市⺠の⽂化的活動や⾏政サービスの向上を促進 ※１ ※１
・⽴地適正化計画の⽂化・⾏政拠点の考え⽅
を反映。（誘導施設の考え⽅）

⑥スポーツ推進地
区

・市⺠のスポーツ・レクリエーション活動の拠点として、スポーツ
振興や健康増進を推進 ※１

※１
・現状との整合を図るため変更。

⑦⾼次都市機能誘
導地域

・市全域からの利⽤を対象とした⽣活利便施設の誘導 ※１
・誘導にあたっては、⺠間活⼒を適切に活⽤

※１
・⽴地適正化計画の中⼼拠点の考え⽅と整合
しているため変更なし。

（１）⼟地利⽤ごとの⽅針

12

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

12
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 ⼟地利⽤⽅針図
５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

スポーツ推進地区の
追加



 １⼟地利⽤の⽅針

（３）都市機能の更新・誘導

（２）住宅地・商業地・⼯業地の区分及び⼟地利⽤の秩序づくり
内容 第⼆次からの変更点
・鉄道３駅を中⼼拠点に商業地、その外周に住宅地、市の⻄部を中⼼に⼯業地を形成
・市街地の状況や⼟地利⽤転換の動向に応じて、適切な⼟地利⽤を誘導 ※１

※１
・⼟地利⽤調整⽅針の内容を反映。（基本的
な考え⽅）

≪具体的な施策≫
・地区計画の運⽤

内容 第⼆次からの変更点
・住居系⼟地利⽤に囲まれた⼯場等が操業する地区や街区では、望ましい⼟地利⽤に向け
た都市機能の更新・誘導を⾏う

・⼤規模な⼟地利⽤転換が⾏われる場合、適切な居住や都市機能の誘導を図る ※１
・周辺への影響を低減するため、事業者との調整を⾏う仕組みの構築を検討 ※１

※１
・⼟地利⽤調整⽅針の内容を反映。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

14

内容 第⼆次からの変更点
・事業者と連携して「居⼼地が良く歩きたくなるまち」から、地域に新たな賑わいを創出

※１
※１
・都市計画課、まちづくり区画整理室の施策
の内容を反映。

・追加ポイント「ウォーカブルなまちづくり
の推進」を反映。

（４）にぎわいのある拠点の形成
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 ２都市施設の⽅針
（１）道路の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
① 歩⾏者・⾃転⾞

ともに利⽤しや
すい道路環境整
備

・歩⾏者・⾃転⾞・⾃動⾞３者の空間分離で、安全な移動環境を整
備 ※１

・歩道の拡幅、⾃動⾞速度の抑制の⼯夫
・誰もが安⼼して通⾏できる道路空間の整備
・無電柱化や景観⾯への配慮
・外出のきっかけとなる、回遊性のある歩⾏者・⾃転⾞ネットワー
クの形成 ※２

・歩道整備以外の⼿法や国のガイドライン改定に基づく⾒直しを実
施 ※２

※１
・まちづくり区画整理室の施策のを反映。
※２
・第２次⼾⽥市歩⾏者⾃転⾞道路網整備計画
の内容を反映。（「歩⾏者と⾃転⾞の道路
空間整備の基本⽅針 」）

≪具体的な施策≫
・第２次⼾⽥市歩⾏者⾃転⾞道路網整備計画

②鉄道３駅の顔に
ふさわしい駅前
交通広場の整備

・⼟地区画整理事業や⼾⽥公園駅周辺のまちづくりの進捗に合わせ、
駅前交通広場を整備

・鉄道3駅の顔にふさわしい景観に配慮したデザインとする
・駅周辺のにぎわいの創出を図る ※１

※１
・追加ポイント「ウォーカブルなまちづくり
の推進」を反映。

③安全で快適な道
路空間整備・管
理の⽅針

・バリアフリーをはじめユニバーサルデザインの観点を取り⼊れた
整備を進める ※１

・定期的な点検・調査を効率的に⾏い、予防保全型の維持・管理を
進める ※１

・既存道路施設の維持管理 ※１
・道路排⽔施設の性能が発揮できる環境を整備 ※１

※１
・道路管理課の施策の内容を反映。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（１）道路の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
④ 幹線道路網の整

備
・各道路が担う機能を明確に整備を進める
○広域幹線道路の機能
・広域の⾃動⾞交通を円滑に処理
・沿道における広域的な都市活動を誘導
・延焼遮断帯、ライフラインの収容空間
・緑化による緑の軸の形成
・災害時の緊急輸送路や避難路 ※１
○主要幹線道路の機能
・市内外⼜は市内の地域間における各種交通を処理
・沿道における都市活動を誘導
・広幅員の道路は、延焼遮断帯、ライフラインの収容空間、緑化に
よる緑の軸の形成、災害時の輸送・避難路等の役割も担う ※１

○補助幹線道路
・幹線道路を補完
・市⺠⽣活に⾝近な施設へのアクセス

※１
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。

⑤道路空間におけ
る緑の確保と管
理

・街路樹や植栽帯の適切な配置、維持管理
・維持管理のしやすい樹種の変更 ※１

※１
・道路管理課の施策の内容を反映。

⑥脱炭素に向けた
道路整備

・⾃転⾞や歩⾏者専⽤道路の整備による低炭素な移動⼿段を推奨
※１

・⾬⽔が地中へ浸透する舗装の使⽤

※１
・⾒直し視点「③脱炭素社会の実現」に対応。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（２）公園・緑地の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
①⽔と緑のネット

ワーク形成によ
る⽣物多様性の
確保

・公園、緑道、環境空間、道路及び沿道宅地等を活⽤して、⽔辺軸
や緑の軸を確保 ※１

・⽔辺軸や緑の軸を中⼼として、市域全体にわたる⽔と緑のネット
ワークを形成し、⽣物多様性の確保に配慮した公園、緑地、緑道
等を整備

・「⽔と緑のネットワーク形成プロジェクト」の重点地区である
「彩湖・道満グリーンパーク・美⼥⽊地区」「笹⽬川地区」「⼾
⽥中央・菖蒲川沿川地区」を中⼼に、多様な関係主体による展開
を図る ※２

※１
・緑の基本計画の内容を反映。（⽔と緑が快
適な都市環境を⽀えるまち）

・⽔と緑のネットワーク形成プロジェクトの
内容を追加。（⽔と緑が快適な都市環境を
⽀えるまち）

※２
・重点地区の名称を列挙。

②既存の⼤規模公
園・緑地や広場
の活⽤

・オープンスペース確保のための公園・緑地・広場の活⽤
・荒川周辺の県営⼾⽥公園や、彩湖・道満グリーンパーク等の公
園・緑地・広場を活⽤し、河川・⽔辺への親⽔性を向上 ※１

・荒川河川敷や⼾⽥公園エリアを活⽤した⾃転⾞利⽤を促進 ※１

※１
・荒川将来像計画の内容を反映。（「荒川の
適正な利⽤と快適に楽しめる川を創る」の
⽅針）

③公園の適切な配
置と整備

・街区公園、近隣公園、地区公園などを適切に配置し、適正利⽤圏
を確保

・⽼朽化した施設を適切に維持管理する ※１
・既存の公園の機能を分担することで、公園の個性を引き出す ※

１
・新たに公園整備を⾏う際には、グリーンインフラの視点を取り⼊
れ、⾃然環境が持つ機能を活⽤する ※２

※１
・⼾⽥市公園リニューアル計画の内容を反映。
（公園リニューアルの基本⽅針）

※２
・みどり公園課の施策の内容を反映。

④誰もが使いやす
い公園の整備

・⾼齢化等の地域社会の変化を踏まえた公園を整備
・健康づくりの場として多⾯的に利⽤できる公園
・ユニバーサルデザインへの配慮

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（２）公園・緑地の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
⑤緑の軸の形成 ・道路における並⽊や植栽帯の適切な配置

・沿道緑化、緑道等の整備、河川沿いの緑化を進める
・引き続き、緑の軸を確保していく必要があ
るため、変更なし。

⑥JR埼京線沿いの
環境空間の整備

・緩衝緑地、延焼遮断帯、避難路としての機能を担う
・公園・広場、⽣活道路、交流空間等として活⽤
・整備までの適切な暫定利⽤や管理を誘導

・引き続き、沿道緑化整備を進める必要があ
るため変更なし。

⑦市⺠・事業者・
市の協働による
緑化の推進

・公共空間を中⼼に緑の拠点や緑の軸を形成し、公共施設、⺠有地
の緑化を促進

・市⺠、事業者、市が協⼒して、公園・緑地・広場の整備、緑化、
再⽣、維持管理に取り組む

・包括指定管理者の導⼊やPark-PFI制度※などを活⽤し、持続可能
な公園運営を実施 ※１

・緑の⾃然に対する意識の醸成 ※１

※Park-PFI （公募設置管理制度 ）
・公園に施設を設置して運営する⺠間事業者
を、公募により選定する制度。

※１
・みどり公園課の施策の内容を反映。
≪具体的な施策≫
・公園活⽤を図る社会実験の実施
・市⺠農園「⼟に親しむ広場」
・とだ緑のボランティア活動

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（３）河川・⽔路の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
① 治⽔機能向上の

ための河川・⽔
路の整備

・上⼾⽥川やさくら川等の河川改修の実施 ※１
・既存の河川・⽔路の適切な維持管理

※１
・上⼾⽥川とさくら川を明記。

② 荒川の整備と活
⽤

・荒川と荒川第⼀調節池を連続する⾃然地として保全
・⽔と緑のネットワークの確保
・⽣物多様性の確保に配慮した⽔辺空間の保全・創出
・親⽔性を確保しつつ、緑豊かな散策路を整備 ※１
・⼾⽥ヶ原⾃然再⽣事業や荒川将来像計画に基づく取り組みを推進
・⼾⽥公園、彩湖・道満グリーンパークは河川空間と⼀体連続性を
確保

※１
・荒川将来像計画より親⽔性の視点を反映。
（荒川下流部に望まれる⾃然の姿）

≪具体的な施策≫
・⼾⽥ヶ原⾃然再⽣事業

③ 河川・⽔路の⽔
質浄化

・河川や⽔路の⽔質改善に向けて、市⺠の理解を深める
・下⽔処理⽔の活⽤、⾃然浄化護岸の整備、ヘドロの浚渫など、多
⾓的な取組により、安全で快適な⽔辺を回復

・河川へのゴミ投棄量を削減するため、イベントなどを通じて市⺠
へ情報を周知 ※１

※１
・具体的な施策を実施しており、引き続き市
⺠の環境保護への関⼼を持ってもらう必要
があるため、市⺠への意識醸成の視点を追
加。

≪具体的な施策≫
・⼾⽥ヶ原⾃然再⽣事業
・荒川クリーンエイド
・笹⽬川イベント

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（４）公共下⽔道の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
① 公共下⽔道整備

の推進
・新曽地域の⼟地区画整理事業等にあわせて汚⽔事業を実施
・汚⽔未整備地区の解消に向けて取組を進める ※１
・アセットマネジメントの確⽴により、継続可能な⼀体管理を⾏う

※１

※１
・⼾⽥市上下⽔道ビジョンの内容を反映。
（基本⽅針⑤、取組の柱②）

② 災害に強い下⽔
道施設の整備

・⽼朽化した下⽔道施設は、優先度の⾼い施設から、適切な更新や
維持管理、耐震化を実施 ※１

・局地的集中豪⾬等に対応するため、⾬⽔排⽔施設を整備 ※２
・⽔害被害発⽣箇所への対策を⾏う ※３

※１
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
※２
・⼾⽥市上下⽔道ビジョンの内容を反映。
（取組の柱⑥）

・下⽔道施設課の施策の内容を反映。
≪具体的な施策≫
・北⼤通り⾬⽔貯留管整備
※３
・まちづくり区画整理室の施策の内容を反映。

③ ⾬⽔貯留・浸透
施設の推進

・新たな公共施設の建築及び⼤規模な宅地開発⾏為等の際に、⾬⽔
の流出を抑制

・⾬⽔の⼀時貯留や地下浸透を推進
・⺠有地では、補助制度の周知により、⾬⽔流出抑制型施設の設置
を進める ※１

・⼟地区画整理事業内の⾬⽔貯留施設及び⾬⽔排⽔施設等の整備を
加速 ※２

※１
・総務課（⽔安全部）、下⽔道施設課の施策
の内容を反映。

※２
・まちづくり区画整理室の施策の内容を反映。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（５）その他の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
①地域資源を活⽤

した魅⼒の発信
・スポーツ・レクリエーション活動の拠点となる施設の整備 ※１
・スポーツセンター等、観光振興の拠点的施設の再整備にかかる、
基本構想および事業の検討 ※２

・彩湖・道満グリーンパーク、⼾⽥ボートコース等、既存の地域資
源を活⽤した戦略的な観光振興の推進 ※２

・⾃然、歴史・⽂化、産業、暮らしなどの魅⼒を市内外に発信 ※２

※１
・追加ポイント「スポーツ・レクリエーショ
ン拠点の追加」を反映。

※２
・⽂化スポーツ課、経済戦略室の施策の内容
を反映。

②持続可能な公共
施設の維持管理

・⽼朽施設の更新・施設の⻑寿命化を図るための適切な修繕・改修
を実施 ※１

・社会情勢や財政状況、市⺠ニーズなどの変化を把握し、将来を⾒
据えた公共施設マネジメントを推進 ※１

※１
・資産マネジメント推進室の施策の内容を反
映。

③バリアフリー・
ユニバーサルデ
ザインの公共空
間の整備

・道路、公園、公共建築物等の公共空間において、バリアフリーを
はじめユニバーサルデザインの考え⽅に基づく整備を推進 ※１

・市役所周辺や鉄道３駅周辺は、それぞれ重点的かつ⼀体的に整備
・官⺠に関わらず、バリアフリーやユニバーサルデザインの空間形
成を図る ※１

※１
・⼾⽥市バリアフリー基本構想の内容を反映。
（基本⽅針①）

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ２都市施設の⽅針
（５）その他の整備⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
④ごみ処理施設等

の整備
・廃棄物の発⽣抑制（リデュース）、再使⽤（リユース）、再⽣利
⽤（リサイクル）活動を推進

・蕨⼾⽥衛⽣を核に、リサイクル事業を実施
・蕨⼾⽥衛⽣センターの⽼朽化に伴う再整備を検討 ※１
・ごみの減量化、資源化⽬標が達成できるよう、市⺠への周知・啓
発に努める ※２

※１
・ごみ処理施設（蕨⼾⽥衛⽣センター）の改
修計画があるため。

※２
・ごみ処理基本計画の内容を反映。（ごみ処
理基本計画「基本⽅針：すべての関係者が
⼀体となった取り組みによる地域社会づく
り」）

⑤駐輪場の整備 ・⺠間事業者との連携により、駐輪場の適切な管理運営を⾏う ※
１

・駅を中⼼とした放置⾃転⾞の防⽌
・適切な容量の駐輪場を確保し、放置⾃転⾞等が災害時の避難や緊
急⾞両の通⾏の⽀障とならないようにする ※２

※１
・都市交通課の施策の内容を反映。
※２
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。

⑥公共駐⾞場・駐
輪場の整備

・施設利⽤等の需要に対応した駐⾞場・駐輪場を整備 ・施設の新設、再整備の場合には、需要に応
じて駐⾞場・駐輪場の容量を設ける必要が
あるため変更なし。

≪具体的な施策≫
・埼⽟県思いやり駐⾞場制度（パーキング・
パーミット制度）

⑦必要な都市施設
の整備

・円滑な都市活動を確保
・良好な都市環境を保持

・その他、必要な都市施設は必要に応じて整
備する必要があるため、変更なし。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 都市施設の整備⽅針図
５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ３公共交通の⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・⾃家⽤⾞に過度に依存しない持続可能な交通体系を構築
・公共交通の利⽤促進と維持・向上
・交通拠点である鉄道、バス、⾃転⾞の乗り継ぎ機能の強化
・公共交通空⽩地域の解消に努める ※１
・市⺠の多様な移動ニーズに対応したサービスを提供 ※１
・市内全域で公共交通が利⽤しやすい環境を整備

※１
・都市交通課の施策の内容を反映。

（１）利便性の⾼い公共交通の整備

（２）徒歩・⾃転⾞で⾏動したくなる快適な移動空間の整備
内容 第⼆次からの変更点
・徒歩や⾃転⾞により移動しやすい環境づくり
・歩⾞分離など、安全で快適な移動空間を整備
・公園、広場、交流施設など、外出のきっかけとなる施設を回遊できる歩⾏者・⾃転⾞の
ネットワークを形成

・歩⾏者⾃転⾞道路網整備は現在も整備中の
ため、変更なし。

（３）公共交通の利⽤促進に向けたモビリティマネジメントの推進
内容 第⼆次からの変更点
・持続可能な公共交通の維持・向上 ※１
・多様なモビリティの普及 ※２
・環境負荷の低減や渋滞緩和を⽬指す ※２
・モビリティマネジメントの推進

※１
・都市交通課の施策の内容を反映。
※２
・⾒直し視点③「脱炭素社会の実現」に対応。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ⾃転⾞道路網の整備対象路線等通⾏空間整備状況

第２次戸田市歩行者自転車
道路網整備計画を基に更新

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ４市街地整備の⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・⼟地区画整理事業により、道路、公園、下⽔道、駅前交通広場等の整備を進める
・鉄道３駅周辺は、⽴地特性や⼟地利⽤特性を踏まえて事業を実施
・⽣活利便施設の⽴地誘導を図る
・にぎわいのある市街地形成を⽬指す

・⼟地区画整理事業は整備中の個所が存在す
るため、変更なし。

（１）⼟地区画整理事業等の推進

（２）地区計画等の⼿法による市街地整備の推進
内容 第⼆次からの変更点
○川岸地区
・地区計画に基づく市街地整備を進る
・住宅市街地総合整備事業により、⽣活道路、広場等の都市基盤の整備、建替え促進等と
あわせた災害に強い居住環境を整備

・商店街の活性化等の取組を進める
○新曽第⼀地区及び新曽第⼆地区
・⼟地区画整理事業、地区計画に基づく市街地整備を推進
・安全で良好な住環境の形成を図る
○新曽中央地区
・地区まちづくり協定や地区計画に基づく市街地整備を進める
・安全で良好な住環境の形成を図る
○美⼥⽊向⽥地区 ※１
・⼟地区画整理事業は⾏わず、地区計画に基づく市街地整備を進める ※１
○⼾⽥公園駅⻄⼝駅前地区 ※２
・既存の駅前広場等の基盤を活かす ※２
・⽣活利便施設の⽴地誘導を図る
・中⼼拠点にふさわしい市街地整備を進める

※１
・美⼥⽊向⽥地区整備計画等の内容を反映。
※２
・⼾⽥公園駅⻄⼝駅前地区まちづくり構想の
内容を反映。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ４市街地整備の⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・住まいにおける耐震性や防災性、環境への配慮
・様々な世帯の構成やライフステージに応じた住み替えが可能となる、良質な住宅ストッ
クの形成

・⺠間事業者等との連携による居住⽀援の仕組みづくり
・空き家の適切な維持管理と利活⽤を⾏う

・⼈⼝動向や関連計画に整合し、引き続き良
好な住宅市街地を形成する必要があるため、
変更なし。

（３）住宅市街地の形成

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 市街地整備⽅針図

戸田公園西口駅前地区
地区計画が都市計画決

定されたため更新

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ５防災都市づくりの⽅針
（１）災害全般における防災⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
①避難経路確保と

災害活動円滑化
のための基盤整
備

・緊急輸送道路などの整備・維持管理 ※１
・狭隘道路の改修や既存橋梁の耐震化 ※１
・広域的な防災活動拠点の確保と当該拠点へのアクセス道路の安全
性の確保

※１
・⽴地適正化計画防災指針の内容を反映。
（取組⽅針①）

・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
≪具体的な施策≫
・道路冠⽔に対応する浸⽔センサーの設置

②避難環境の整備 ・早期に市外への広域避難することを徹底 ※１
・防災拠点の機能強化 ※１
・⼀時避難場所（⾝近な公園、広場等の公共空地）、緊急避難場所
（⼩・中学校のグラウンドや公園）、避難所（⼩・中学校、福祉
センター等）の指定

・地域住⺠や企業等が協⼒して避難空間を検討
・公共施設の更新にあわせた避難空間の確保
・地震発⽣時や洪⽔時に市外への避難が出来ない場合や逃げ遅れた
場合は、荒川の氾濫時は、⼩・中学校、福祉センター等の建物の
上層階（３階以上）を緊急避難場所として開放 ※１

・洪⽔時に緊急避難できる緊急⼀時避難場所の確保
・⼤規模災害時に他の市町村からの被災住⺠を受け⼊れることがで
きる広域的な避難所の指定

・関係機関と連携を強化し、発災時の具体的な避難・受⼊⽅法を含
めた⼿順等を定めるよう努める ※２

※１
・⽴地適正化計画防災指針の内容を反映。
（災害リスク分析、取組⽅針②、市の施設の
概況）

※２
・⼾⽥市地域防災計画（総則及び災害予防計
画編〕）の内容を反映。（災害に強いまち
づくり）

・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。

③市⺠・事業者・
市の協働による
安全・安⼼な都
市づくりの推進

・市⺠・事業者・市の協働による、安全・安⼼なまちづくりの推進
・地域コミュニティの強化を通じた災害時における相互⽀援体制の
整備、避難訓練、情報共有の促進 ※１

・⽇常的な防災意識の醸成 ※１
・迅速かつ効果的な対応ができる体制の構築 ※１

※１
・⽴地適正化計画防災指針の内容を反映。
（取組⽅針③）

・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針



⽅針 内容 第⼆次からの変更点
①災害に強い河川

整備の推進
・既存の治⽔施設の維持管理 ※１
・さくら川、上⼾⽥川の河川改修による治⽔機能の強化 ※１
・河川監視カメラによる河川の監視体制の強化 ※１
・⽔防計画策定や⽔防訓練の実施 ※１

※１
・⽴地適正化計画防災指針の内容を反映。
（取組⽅針①）
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
≪具体的な施策≫
・さくら川整備事業
・上⼾⽥川整備事業

②内⽔（浸⽔）被
害の軽減

・⼟地区画整理事業等に伴う⾬⽔貯留施設、公共下⽔道管の計画的
な整備 ※１

・宅地開発や公共施設整備にあたり、貯留浸透機能を強化する
・既存道路を適切に維持管理し、道路排⽔施設の性能を⼗分に発揮
できる環境を整備 ※１

※１
・道路管理課、河川課の施策の内容を反映。
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
≪具体的な施策≫
・北⼤通り⾬⽔貯留管整備 30

 ５防災都市づくりの⽅針
（２）地震災害における防災⽅針

⽅針 内容 第⼆次からの変更点
①⽕災延焼拡⼤防

⽌のための基盤
整備と液状化対
策

・都市機能を優先的に維持する地域や延焼の危険性が⾼い地域、災
害時の活動拠点としての機能を維持すべき地域、緊急輸送道路の
沿道等には防⽕地域・準防⽕地域の指定を推進 ※１

・都市計画道路の整備や街路樹の設置等による延焼防⽌
・公園の整備による避難路の確保 ※２
・液状化に対するマンホールの浮上抑制⼯事 ※２

※１
・⼾⽥市都市計画区域の整備、開発及び保全
の⽅針の内容を反映。

※２
・⽴地適正化計画防災指針の内容を反映。
（取組⽅針①、取組⽅針②）
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
≪具体的な施策≫
・マンホール浮上抑制⼯事

②住宅の耐震化と
安全対策

・住宅の耐震・改修 ※１
・ブロック塀撤去、安全な塀の築造 ※１

※１
・⽴地適正化計画防災指針の内容を反映。
・⾒直し視点「②防災⼒の強化」に対応。
（取組⽅針②）
≪具体的な施策≫
・住宅の耐震診断・改修補助⾦の⽀援補

（３）⽔災害における防災⽅針

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ６都市景観形成の⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・鉄道３駅周辺整備等を中⼼とした駅周辺の顔づくりの推進
・駅と主要な場を結ぶ、地域のシンボルとなる道（⼾⽥駅から市役所周辺、⼾⽥公園駅か
ら市役所周辺、⼾⽥公園駅から⼾⽥公園）の魅⼒的な空間づくりの推進 ※１

○⼾⽥公園駅周辺：地区計画と連動したにぎわいと秩序が感じられる景観形成 ※１
○⼾⽥駅 ※１
・東⼝周辺：地区計画と連動したにぎわいと秩序が感じられる景観形成
・⻄⼝周辺：景観計画の⽬標と⽅針に沿った景観づくり
○北⼾⽥駅周辺：景観計画の⽬標と⽅針に沿った景観づくり ※１

※１
・第２次⼾⽥市景観計画から各３駅の景観づ
くり⽅針を反映。（地域別⽅針）

（１）魅⼒ある都市空間を創造する駅周辺の顔づくり

内容 第⼆次からの変更点
・公共建築物、道路、公園、河川等の公共施設は周辺景観と調和した質の⾼いデザインと
する

・ユニバーサルデザインの理念に基づいたデザインとする ※１

※１
・第２次⼾⽥市景観計画の内容を反映。
（公共施設等の景観形成）

（２）先導となる公共施設等の魅⼒的な景観形成

内容 第⼆次からの変更点
・⼟地利⽤ごとの個性と美しさを有するまち並み形成
・⼤規模建築物や⼯作物の⾏為届出等を活⽤した景観誘導の推進 ※１
・条例やガイドラインに基づく屋外広告物の景観形成の誘導 ※１

※１
・第２次⼾⽥市景観計画の内容を反映。
（景観形成の推進）

（３）⼟地利⽤ごとに個性と美しさを有するまち並み形成

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ６都市景観形成の⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・⾸都圏近郊緑地保全法に定める近郊緑地保全区域や、景観法に定める景観重要建造物や
景観重要樹⽊の指定制度などの法制度を活⽤

・豊かな⽔や緑、オープンスペース、地域の歴史や⽂化を伝える要素といった景観資源の
保全・活⽤

・⽔や緑に親しめる空間の創出とネットワーク化の推進

・第２次⼾⽥市景観計画に基づいているため、
更新なし。

（４）地域の景観資源を活かしたうるおいのある景観形成

内容 第⼆次からの変更点
・市⺠・事業者・市の景観に対する意識の醸成
・三軒協定等を活⽤した地域住⺠主体の景観づくりを推進 ※１
・都市景観アドバイザー制度の活⽤ ※１

※１
・都市計画課の施策の内容を反映。
≪具体的な施策≫
・三軒協定
・都市景観アドバイザー制度

（５）市⺠に永く親しまれ愛される景観形成

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針
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 ７環境都市づくりの⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・市内において太陽光や蓄電池等の環境配慮型システムの導⼊を推進 ※１
・防犯灯や道路照明灯のLED化を推進

※１
・環境課の施策の内容を反映

（１）市内のエネルギー利⽤の効率化

内容 第⼆次からの変更点
・環境学習やイベントでの情報発信による、市・市⺠・事業者が⼀体となった脱炭素の体
制づくり ※１

・廃棄物の削減 ※１

※１
・環境課の施策の内容を反映。

（３）市⺠・事業者・市の協働による環境保全の推進

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・⾃転⾞や歩⾏者専⽤道路を整備し、⾃転⾞や徒歩等の低炭素な移動⼿段の普及および⽀
援 ※１

・敷地内の樹⽊管理や新たな植栽等、⾃然環境の確保および保全 ※１
・ごみ処理施設における、地球温暖化物質の対策や環境汚染物質の抑制を推進 ※２
・公園や道路等における、植栽、芝⽣広場、保⽔・透⽔性舗装等のグリーンインフラの整
備の推進 ※３

※１
・⾒直し視点「③脱炭素社会の実現」に対応。
※２
・ごみ処理基本計画の内容を反映。（ごみ処
理基本計画「基本⽅針：⼆酸化炭素等の地
球温暖化物質対策やダイオキシン類等の環
境汚染物質の抑制に 積極的に取り組みま
す。 」）

※３
・⼾⽥市公園リニューアル計画の施設整備の
内容を反映。

（２）公共施設での環境保全の配慮
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 ８防犯都市づくりの⽅針
（１）防犯に配慮した施設整備の推進

内容 第⼆次からの変更点
・防犯に配慮した公共空間の整備や維持管理を実施
・施設の配置やデザイン、植栽や樹⽊の剪定において、⾒通しを良くし、夜間照明の設置
など暗がりや死⾓を減らす

・道路や公園などへの条例に基づく⾒守り防犯カメラやソフト対策 ※１
・防災や景観の要素と連携した、防犯都市づくりを推進

※１
・くらし安⼼課の施策の内容を反映。

５ 都市づくりの⽬標を実現するための分野別⽅針

内容 第⼆次からの変更点
・地区計画等を活⽤し、視認性が悪い場所等の改善、道路からの⾒通しのよいフェンスへ
の転換を推進

・防犯啓発活動や防犯情報の発信、⾃主防犯活動への各種⽀援による防犯体制の強化 ※
１

・防犯灯を設置し、適切に維持管理することで夜道の安全性を確保 ※１

※１
・くらし安⼼課の施策の内容を反映。
≪具体的な施策≫
・⾒守り防犯カメラ
・いいとだメール、LINE等の防犯情報発信

（２）市⺠・事業者・市の協働による防犯都市づくりの推進



６ 今後のスケジュール
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 推進委員会及び検討委員会のスケジュール

検討組織

①（庁内）
　推進委員会

②（庁外）
　見直し検討委員会

③地域別懇談会

12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月

その他

8月 9月 10月 11月10月 11月 12月 1月

第２回 11/14

《議題》
・全体構想（素案）
・地域別構想（概要）
・地域別懇談会（開催概要）
・Ｒ７スケジュール

第２回 12/13

第３回 3/下旬

《議題》
・地域別構想（素案）
・進⾏管理（素案）

第３回 4/下旬

地域別懇談会

第４回 8⽉

《議題》
・⽴地適正化計画（素案）
・パブコメ実施報告

第４回 9⽉

第５回 12⽉

《議題》
・パブコメ結果報告
・都市マス（案）の決定

第５回 12⽉

4/1告⽰

《地域別懇談会》
・下⼾⽥地区 1/11㈯ 10時〜 東部福祉センター
・美⼥⽊地区 1/11㈯ 15時〜 ⻄部福祉センター
・笹⽬地区 1/18㈯ 10時〜 コンパル
・新曽地区 1/18㈯ 15時〜 新曽福祉センター
・上⼾⽥地区 2/  1㈯ 10時〜 市役所


